
生涯学習センターなびあす 施設使用料金の案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◇割増等に関する使用料 
 
① 町外者が使用・・・所定使用料の２倍の額（町民を対象にした事業を行う場合は除く。） 

② １,０００円を超える入場料等を徴収・・・所定使用料の５割を加算 

③ 営利等の目的で使用・・・所定使用料の５割を加算 

④ 複数日にわたり使用・・・所定使用料の７割相当額（ホール、ホワイエ、コミュニティルーム又は研修室に限る。） 

◇各部屋の使用料（１時間当たり） 

 

部 屋 名 町内者 町外者 

コミュニティルーム１ 300円 600円 

コミュニティルーム２ 300円 600円 

研修室１ 300円 600円 

研修室２ 300円 600円 

会議室１ 100円 200円 

会議室２ 100円 200円 

スタジオ 300円 600円 

応接室 100円 200円 

趣味の部屋１ 200円 400円 

趣味の部屋２ 200円 400円 

趣味の部屋３ 300円 600円 

和室１ 200円 400円 

和室２ 200円 400円 

 
 

◇ホールの使用料（１時間当たり） 

 

区  分 
ホール 舞台(ステージ)のみ 

町内者 町外者 町内者 町外者 

昼間 
平日 2,000円 4,000円 1,000円 2,000円 

土・日・祝日 2,400円 4,800円 1,200円 2,400円 

夜間 

(18時以降) 

平日 3,000円 6,000円 1,500円 3,000円 

土・日・祝日 3,600円 7,200円 1,800円 3,600円 
 

※準備、練習で舞台(ステージ)のみ使用・・所定使用料の５割相当額 

※冷暖房を使用・・所定使用料の５割を加算 
 
◇ホワイエの使用料（１時間当たり） 
 

区 分 町内者 町外者 

昼間 500円 1,000円 

夜間(18時以降) 800円 1,600円 

 
※ホールとホワイエを同時に使用・・・ホワイエの使用料は無料 



生涯学習センターなびあす 附属設備及び器具等使用料金のご案内 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 品     名 数量  使用料単価(円) 

照明器具 

第 1サスペンションライト １式 500 

第 2サスペンションライト １式 500 

第 3サスペンションライト １式 200 

アッパーホリゾントライト １式 500 

シーリングライト １式 1,000 

フロントサイドライト １式 500 

ロアーホリゾントライト １列 500 

プロセニアムサスペンションライト １列 500 

天井反射板ライト １列 500 

センターピンスポットライト ２台 500 

ムービングライト ４台 500 

ミラーボール １台 200 

スモークマシン １台 200 

 
区分 品     名 数量  使用料単価(円) 

音響設備 

音響基本装置 １式 2,000 

マイクロホンＡ 1８本 200 

マイクロホン B 1６本 300 

マイクロホンＣ ４本 400 

三点吊装置 １式 300 

移動用ミキサー １台 500 

プロジェクター １式 2,000 

スクリーン １枚 1,000 

ＡＶ操作ワゴン １式 500 

赤外線補聴装置 １３台 200 

 

区分 品     名 数量  使用料単価(円) 

舞台設備 

ピアノ（フルコンサート）ファツィオリ １台 4,000 

ピアノ（グランド） １台 1,000 

指揮台 １台 100 

指揮者用譜面台 １台 100 

楽団員用譜面台 ６０台 50 

コントラバス椅子 ４脚 100 

チェロ椅子 １０脚 100 

平台 ６８枚 100 

金屏風 １双 1,000 

上敷（ござ） １６枚 100 

ドライアイスマシン １台 200 

演壇 １台 200 

司会者台 １台 50 

国旗 １枚 100 

町旗 １枚 100 

演奏者用椅子 ８０脚 20 

人形立 １０本 50 

・ピアノの調律料は実費 

・グランドピアノは、ホールで使用する場合のみ有料 

 
区分 品     名 数量  使用料単価(円) 

その他 

ノートパソコン １台 100 

ビデオプロジェクター １台 500 

展示パネル（固定式） １枚 100 

展示パネル（移動式） １枚 50 

 
※設備・器具等の使用料は、午前（９時～１２時）、午後（１３時～１７時）又は夜間（１８時～２２時）の使用区分をもってそれぞれ１回とする。 

ただし、同日内において、本番のための準備、練習で使用する時間は使用料を徴収しないものとする。 


